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共生社会と障がいのある人の人権
きょう　  せ い　  し ゃ　　か い　　　　　　しょう　                             　　　　　　　　　　　ひ と　　　　　　じ ん　　け ん

きょう　せい　しゃ　かい　　　　 じつ　げん

共生社会の実現のために

　共生社会とは、障がいのあるなしにかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人
がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受することので
きる社会のことです。

　　 きょうせい しゃ  かい　　　　　　 しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じょ せい　　   だん せい　　　　  こう れい しゃ　　　わか もの　　　　 　　　　　　　　　ひと

　　  　　 たが　　　　　 じん  けん　　  そん  げん　　　たい  せつ　　　　　　  ささ　　　あ　　　　　だれ　　　　　  い　　　　い　　　　　　　　　　じん  せい　　 きょうじゅ

　　　     しゃ かい

　共生社会実現のためには、この「社会モデル」の考え方の推進と社会に存在するさまざまな
障壁（バリア）を取り除いていかなければなりません。
　障がいのある人への差別を解消するため、「障害者基本法」の改正や「障害者差別解消法」

の制定などにより、不当な差別の禁止や社会に存在するさまざまな障壁（バリ
ア）を取り除くよう、合理的配慮の義務化が進められています。

　   きょうせい しゃ  かい じつ  げん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ  かい　　　　　　　　　　　かんが　　 かた　　　すい しん　　　しゃ  かい　　　そん  ざい

しょうへき　　　　　　　　　　　　 　と　　　のぞ

　　 しょう　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　  さ   べつ　　  かいしょう　　   　　　　　　　　　  しょうがい しゃ   き   ほん  ほう　　　　  かい せい　　　    しょうがい しゃ   さ   べつ かいしょうほう

　　　　　　　　　　　　　　　　  せい  てい　　　　　　　　　　　　　　　ふ   とう　　　  さ   べつ　　   きん   し　　　  しゃ  かい　　   そん  ざい　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうへき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　のぞ　　　　　　　　  ごう   り   てき はい  りょ　　　 ぎ    む     か   　　  すす

　現在では、障がいのある人にとっての生きづらさの原因が、個々の心身機能の障がいではな
く、生きづらい障壁を生みだす社会にあるという考え方に大きく変わってきています。この考え
を社会モデルといいます。

　　  げん ざい　　　　　　  しょう　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　 い　　　　　　　　　　  　　げん いん　　　　   こ　　こ　　　しん しん  き　のう　　しょう

　　　　  い　　　　　　　　　  しょうへき　　　 う　　　　　　　   しゃ かい　　   　　　　　　　　　　   かんが　　 かた　　  おお　　　　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   かんが

　　  しゃ かい

障がいへの考え方の変化 ～医学モデルから社会モデルへ～

※法律の改正により、2024（令和６）年４月１日から事業者による障がいのある人への
　合理的配慮が努力義務から義務となります。

　　 ほう りつ　　  かい せい　　　　　　　　　　　　　　　　　   れい　わ　　　　  ねん　　  がつ　　たち　　　　　  じ ぎょうしゃ　　　　　　   しょう　　　　　　　　　　　   ひと

　　 ごう   り  てき はい  りょ　　   ど りょく ぎ    む　　　　　　 ぎ    む

医学モデル
い　 がく しゃ    かい

社会モデル

　障がいのある人が日常生活におい

て制限を受けるのは「その人に障が

いがあるから」であり、訓練やリハビ

リによって乗り越えるべきである、と

考えられてきました。

　これを「医学モデル」といいます。

　社会が人の多様性に対応できてい

ないために、多くの障壁を生みだし、

それが障がいとなっているため、社

会がそれを取り除いていかなければ

ならないとする考え方。

　これを「社会モデル」といいます。

しょう　　　　　　　　　　　　　 かんが　　　　かた　　　　 へん　  か
い　がく　　　　　　　　　　　　しゃ かい

　　しょう　　　　　　　　　　　　ひと　　　にちじょうせい  かつ

　　  せい  げん　　　  う　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　 しょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   くん  れん

　　　　　　　　　　　　の　　　  こ

かんが

　　　　　　　　　　　　い   がく

　　 しゃ  かい　　  ひと　　　た　よう  せい　　  たい  おう

　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　 しょうへき　　　 う

　　　　　　　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 しゃ

かい 　　　　　　　　　　と　　   のぞ

　　　　　　　　　　　　　　　　かんが　　かた

　　　　　　　　　　   しゃ  かい
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 しょう  がい    しゃ     さ      べつ    かい  しょう   ほう

１. 障害者差別解消法とは？

　この法律は、障がいのあるなしにかかわらず、お互いの人格や個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現を目標としています。

　　　　　　　 ほう  りつ　　　   しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たが　　　　　じん かく　　　 こ   せい　　　そんちょう　　  あ　　　　　　　　　　 きょうせい

　　         しゃ かい　　  じつ  げん　　  もく ひょう

　　　 しょう　　　　　　　　　り　 ゆう　　　　　　　　　さ    べつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほう  りつ

「障がいを理由とした差別」をなくすための法律です。

法が求める２つのこと
  ほう             もと

障がい者向け物件はない

と言って対応しない。

車椅子利用者のために段差に

携帯スロープを渡す。

お店に入ろうとしたら車椅子

を使用していることを理由に

断られた。

知的障がいがある人に対して、

わかりやすい言葉や読みがなを

つけた資料を提供する。

「不当な差別的取扱い」の禁止（障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを
理由としてサービスの提供を拒否することや、場所や時間帯などを制限したり、障がいの

ない人にはつけないような条件をつけることなどを禁止する。）

1
　　 ふ　 とう　　　　 さ　 べつ　てき　とり あつか　　　　　　　   きん     し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう　　　　　　　　　　　    ひと　　　たい　　　　   せい とう　　　 り   ゆう　　　　　　しょう

  り   ゆう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ていきょう　　  きょ  ひ　　　　　　　　　　　　　　  ば   しょ　　　 じ   かん たい　　　　　　　  せい  げん　　　　　　　　 しょう

　　　　   ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   じょうけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きん   し

「合理的配慮の提供」をする（障がいのある人から社会のバリアを取り除くための意
思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応する。ただし、対応できない場合はそ

の理由を説明し、代わるものを提案する。）

２
　  ごう    り    てき   はい   りょ　　     てい  きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう　　　　　　　　　　　    ひと　　　　　 しゃ かい　　　　　　　　　　　　  と　　　のぞ　　　　　　　　　　 い

  し　　　  つた　　　　　　　　　　　　　　　　  ふ   たん　　   おも　　　　　　　　　   はん   い　　　 たい  おう　　　　　　　　　　　　　　　  たい  おう　　　　　　　　　　  ば   あい

　　　り   ゆう　　  せつ めい　　　　  か　　　　　　　　　　　　  てい あん

しょう　　　　　  しゃ　む　　　　ぶっ  けん

　　　 い　　　　　　たい  おう

　　　みせ　　　はい　　　　　　　　　　　　　　　 くるま　い　  す

　　　  し　 よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り   ゆう

ことわ

くるま　い　  す　  り　 よう　しゃ　　　　　　　　　　　 だん    さ

 けい たい　　　　　　　　　　　　　  わた

　ち　 てき しょう　　　　　　　　　　　　　   ひと　　　  たい

　　　　　　　　　　　　　　　  こと    ば　　　　 よ

　　　　　　　　  し  りょう　　   てい きょう
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　「バリア」とは、英語で障壁（かべ）という意味です。バリアフリーとは、生活の中で不便を感
じること、さまざまな活動をするときに障壁になっている壁をなくす（フリーにする）ことです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えい　ご　　　しょうへき　　　　　　　　　　　　　　　　い　 み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  せい  かつ　　  なか　　　 ふ  べん　     かん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かつ どう　　　　　　　　　　　　　　しょうへき　　　　　　　　　　　　　　かべ

２. バリアフリーってなんだろう？

　障がいのある人は、社会の中でどんなことにバリアを感じているのでしょうか。
　　しょう　　　　　　　　　　　　ひと　　　　しゃ　かい　　　なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん

しゃ　  かい   てき  しょう  へき

バリア（社会的障壁）はどこにある？

４つのバリア

　公共交通機関や道路、建物など利用する人の移動を困難にすること。

□ 階段しかない建物

□ 駅のホームと電車の隙間・段差

□ 車いすの人に届かない位置にあるボタン

□ 通りにくい通路（狭い、急こう配、床が滑りやすいなど）

          こう  きょう  こう   つう    き     かん　　　   どう    ろ　　　 たて   もの　　　　　　　り    よう　　　　　　ひと　　　　い    どう    　　 こん   なん

　　　　かい　だん　　　　　　　　　　　  たて   もの

　　　　えき　　　　　　　　　　　　　　 でん   しゃ　　　　すき    ま　　　 だん    さ

　　　　くるま　　　　　　　      ひと　　　  とど　　　　　　　　　　い     ち

　　　　 とお　　　　　　　　　　　つう    ろ　　　 せま　　　　　 きゅう　　　　　 ばい　　　ゆか　　　  すべ　　　　　

物理的なバリア
ぶつ　 り　てき

1

　社会のルールや制度によって、障がいのある人が能力以前の段階で

機会の均等を奪われること。

□ 盲導犬同伴の受け入れ拒否

□ 就職や資格試験受験の際の、障がいを理由とする制限

　　　 しゃ   かい　　　　　　　　　　　　　    せい    ど　　　　　　　　　　　　　 しょう　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　  のう りょく   い    ぜん　　　  だん  かい

　き     かい　　　  きん   とう　　　 うば

　　　　 もう   どう  けん   どう   はん　　　　う　　　　 い　　　　 きょ    ひ

　　　  しゅうしょく　　　　し　  かく   し     けん  じゅ   けん　　　  さい　　　　　 しょう　　　　　　　　　 り　 ゆう　　　　　　　　　せい　げん

制度的なバリア
せい    ど    てき

2

　情報の伝え方が不十分であるために、必要な情報が平等に得られ

ないこと。

□ タッチパネル式のみの操作盤など、視覚障がいのある人にとって利用が困難なもの

□ 手話通訳のないイベント・講演会、駅や車内での音声アナウンスなど、聴覚障がいのある人

　 にとってわかりにくいもの

         じょう ほう　　　　つた　　　  かた　　　   ふ  じゅう  ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ひつ   よう　　　  じょう  ほう　　     びょう  どう　　　   え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しき　　　　　　　　　  そう    さ    ばん　　　　　　　　  し    かく しょう　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　　　　　　　　　　り    よう　　　  こん  なん

　　　　しゅ    わ     つう  やく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   こう   えん  かい　　  えき　　　  しゃ  ない　　　　　　  おん   せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ちょう  かく しょう　　　　　　　　　　　　　　  ひと

文化・情報面でのバリア
ぶん   か 　        じょう ほう   めん

3

　周囲からの心ない言葉、偏見や差別、無関心など、障

がいのある人を受け入れないこと。

□ 精神障がいのある人は何をするか分からないから怖いといった偏見

□ 障がいがある人に対する無理解、かわいそうな存在だと決めつけること

　　   しゅう   い　　　　　　　　　 こころ　　　　　　こと     ば　　　 へん  けん　　　    さ    べつ　　　 む    かん  しん　　　　　　　　 しょう

　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　　う　　　　 い

　　　　せい   しん しょう　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　 なに　　　　　　　　　　　　 わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こわ　　　　　　　　　　　　　　  へん  けん

　　　  しょう　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　  たい　　　　　　　む     り    かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  そん   ざい　　　　　　   き

意識上のバリア（心のバリア）
い    しき じょう　　　　　　　　　　　　　  こころ

4
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　バリアフリーを実現するためには、物理的な問題をなくすだけではなく、私たちがちょっとし
た心がけでできる、心のバリアフリーが大切です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じつ  げん　　　　　　　　　　　　　　　   ぶつ   り   てき　　　もん だい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 わたし

　　 こころ　　　　　　　　　　　　　　　こころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たい  せつ

こころ

「心のバリア」をなくしましょう

３. 私たちができることからはじめよう
わたし

　「困っている人に気づくこと」「声をかけること」「バリアを感じている人の身になって

考え、行動を起こすこと」から始まります。

　　　　こま　　　　　　　　　　 ひと　　　  き　　　　　　　　　　　　　　　こえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かん　　　　　　　　　　　ひと　　　  み

かんが　　　  こう  どう　　　  お　　　　　　　　　　　　　　　　　  はじ

障がいのある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障

がいの社会モデル」を理解すること。

障がいのある人（及びその家族）への差別（不当な差別的取扱い及び合理的

配慮の不提供）を行わないよう徹底すること。

自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、

すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。

　障がいのある人だけでなく、高齢者や妊婦など、誰でも安心して暮ら
していけるように、私たちの生活の壁になっているものをなくすことは
大切なことです。
　共生社会の実現に向け、すべての人が平等に社
会で輝き続けるためには、行政機関や民間事業者
のみならず、社会を構成する一人ひとりがこのこと
をしっかりと理解し、具体的な行動へとつなげる
ことが大切です。

「心のバリアフリー」には、大切な３つのポイントがあります。
こころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    たい   せつ

1

２

３

「ユニバーサルデザイン2020 行動計画」より引用
こう どう けい かく　　　　　　 いん よう

　心のバリアフリーを実践し、バリアのない社会へと

広げていきましょう。

　　　こころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じっ   せん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ　かい

  ひろ

しょう　　　　　　　　　　　　　 ひと　　　　　  しゃ  かい  てきしょうへき　　　  と　　　  のぞ　　　　　　　   しゃ  かい　　　 せき   む　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう

　　　　　　　　 しゃ かい　　　　　　　　　　　　   り   かい

しょう　　　　　　　　　　　　　 ひと　　 およ　　　　　　　　   か    ぞく　　　　　　　　 さ   べつ　　　ふ   とう　　　　さ   べつ  てき  とり あつか　　  およ　　　 ごう   り   てき

 はい  りょ　　　　ふ　ていきょう　　　　おこな　　　　　　　　　　　　  てっ  てい

  じ   ぶん　　　　　  こと　　　　　 じょう けん　　　  も　　　　 た   よう　　　  た   しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と　　　ちから　　 やしな

　　　　　　　　　　ひと　　　 かか　　　　　 こん  なん　　　 いた　　　　　  そう  ぞう　　  きょう かん　　　　　ちから　　 つちか

　　  しょう　　　　　　　　　　　　　 ひと　　　　　　　　　　　　　　　 こう  れい   しゃ　　　 にん    ぷ　　　　　　　　だれ　　　　　   あん  しん　　　　　　 く

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わたし　　　　　　　　 せい  かつ　　　 かべ

 たい  せつ

　　  きょう せい  しゃ   かい　　　 じつ   げん　　　  む　　　　　　　　　　　　　　　  ひと　　　びょう どう　　　 しゃ

 かい　　  かがや　　   つづ　　　　　　　　　　　　　　　　    ぎょう せい    き    かん　　　 みん  かん    じ  ぎょう  しゃ

　　　　　　　　　　　　　　  しゃ  かい　　　 こう  せい　　　　　　 ひとり

　　　　　　　　　　　　　　　   り    かい　　　　　  ぐ    たい  てき　　　  こう  どう

　　　　　　　　たい  せつ


